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2 0 1 8 年 6 月 の 改 訂 前 の コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・ コ ー ド に 基 づ い た 記 載 と な っ て い す 。 改 訂 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ・
コードの内容を踏まえた更新は、2018年12月末までに行う予定です。

※

コーポレートガバナンスガイドライン・コーポレートガバナンス報告書

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ に お け る コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 、 枠 組 み お よ び 運 営 方 針 を
明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 、 「 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ガ イ ド ラ イ ン 」 を 制 定 し て い ま す 。
「 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ガ イ ド ラ イ ン 」 お よ び 「 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 報 告 書 」 は こ ち ら を ご 覧
く だ さ い 。

1. 私たちは常に先進の技術の創造に努め、お客様に喜ばれる高品質で個性のある商品を提供します。
2. 私たちは常に人・社会・環境の調和を目指し、豊かな社会づくりに貢献します。
3. 私たちは常に未来をみつめ国際的な視野に立ち、進取の気性に富んだ活力ある企業を目指します。

企業理念

ＳＵＢＡＲＵは企業理念に基づき「存在感と魅力ある企業」を目指し、「お客様第一」を基軸に
持 続 的 な 成 長 と 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の 向 上 を 図 る こ と に よ り 、 全 て の ス テ ー ク ホ ル ダ ー か ら
満 足 と 信 頼 を 得 る べ く 、 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス の 強 化 を 経 営 の 最 重 要 課 題 の 一 つ と し て
取り組みます。
Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は 経 営 の 意 思 決 定 ・ 監 督 機 能 と 業 務 執 行 機 能 を 明 確 に し 、 意 思 決 定 の 迅 速 化 を
図り、効率的な経営を目指します。
Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は 社 外 役 員 に よ る モ ニ タ リ ン グ お よ び 助 言 を 通 じ 、 適 切 な 経 営 の 意 思 決 定 ・
監督と業務執行を確保すると共に、コンプライアンスやリスク管理体制の向上を図ります。
ＳＵＢＡＲＵは経営の透明性を高めるために、適切かつ適時な開示を実施します。

・

・

・

・

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレートガバナンス

https://www.subaru.co.jp/outline/governance.html
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取 締 役 会 は 、 取 締 役 ・ 監 査 役 候 補 者 の 指 名 お よ び 執 行 役 員 の 選 任 を 行 う に あ た り 、 当 社 の 企 業 理 念 ・
実 効 的 な コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス お よ び 持 続 的 な 成 長 と 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の 向 上 を 実 現 し 、 当 社 の
取 締 役 ・ 監 査 役 お よ び 執 行 役 員 と し て 相 応 し い 豊 富 な 経 験 と 高 い 能 力 ・ 見 識 、 高 度 な 専 門 性 を 有 す る
人 物 を 指 名 し ま す 。
取 締 役 会 は 、 取 締 役 会 全 体 の 多 様 性 等 に 配 慮 す る と 共 に 、 独 立 し た 立 場 か ら 経 営 の 監 視 ・ 監 査 機 能 を
担 い 経 営 の 透 明 性 と 株 主 価 値 の 向 上 を 図 る 観 点 か ら 、 複 数 の 独 立 し た 社 外 取 締 役 を 選 任 し ま す 。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名に関する方針

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は 、 企 業 統 治 体 制 と し て 監 査 役 会 設 置 会 社 を 選 択 し 、 取 締 役 会 お よ び 監 査 役 会 に お い て 、
重要な業務執行の決定や監督・監査を行っています。
取 締 役 会 は 、 取 締 役 お よ び 監 査 役 候 補 者 の 指 名 を 行 う に 当 た り 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ の 企 業 理 念 、 実 効 的 な
コーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、ＳＵＢＡＲＵの
取締役・監査役としてふさわしい豊富な経験と高い能力・見識、高度な専門性を有する人物を指名します。

取 締 役 会 は 、 取 締 役 会 全 体 の 多 様 性 な ど に 配 慮 す る と 共 に 、 独 立 し た 立 場 か ら 経 営 の 監 視 ・ 監 督 機 能 を
担 い 経 営 の 透 明 性 と 株 主 価 値 の 向 上 を 図 る 観 点 か ら 、 複 数 の 独 立 し た 社 外 取 締 役 を 指 名 し て い ま す 。
また社内取締役については、ＳＵＢＡＲＵの企業理念や経営戦略から導いた役員に求める要件に照らし、
その経験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して指名しています。

取締役の人数は、社内・社外を合わせて15名以内と定款で定めています。
2017年度の取締役会は取締役8名で構成され、2名を独立性の高い社外取締役とすることでガバナンスの
一層の強化を図っています。また、議長は代表取締役社長が務めており、執行役員は兼任しておりません。

監 査 役 会 は 監 査 役 4 名 に よ り 構 成 さ れ 、 2 名 を 独 立 し た 社 外 監 査 役 と す る こ と で 経 営 の 監 視 を 客 観 的 に
行っています。

業 務 執 行 体 制 に つ い て は 、 取 締 役 会 の 事 前 審 議 機 関 と し て 経 営 会 議 を 設 置 し 、 全 社 的 経 営 戦 略 お よ び
重 要 な 業 務 執 行 の 審 議 を 行 っ て い ま す 。 ま た 、 執 行 役 員 制 度 を 採 用 し 、 事 業 部 門 の 意 思 決 定 機 関 と し て
執 行 会 議 を 設 置 す る こ と に 加 え 、 航 空 宇 宙 事 業 部 門 を 社 内 カ ン パ ニ ー 制 と す る こ と に よ り 、 責 任 の
明 確 化 と 執行の迅速化を図っています。

会 社 の 機 関 の 内 容
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社外役員の選任理由と主な活動状況（2017年度）

取締役・監査役候補の指名は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、役員指名会議に
おいて審議し、委員の全員一致により承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定
し ま す 。 個 々 の 指 名 ・ 選 任 に つ い て 、 経 歴 お よ び 兼 職 の 状 況 な ら び に 見 識 お よ び Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ に お い て
期待される役割等について説明を行います。監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を
得ています。
役 員 指 名 会 議 は 、 代 表 取 締 役 、 秘 書 室 担 当 取 締 役 、 社 外 取 締 役 に よ り 構 成 さ れ 、 議 長 は 代 表 取 締 役 会 長
（会長に欠員または事故が生じたときは代表取締役社長）が務めます。
2 0 1 7 年 度 は 2 回 開 催 さ れ 、 主 に 役 員 体 制 ・ 人 事 お よ び そ の 役 割 分 担 、 重 要 な 子 会 社 の 代 表 人 事 な ど の
答申を行いました。

役員指名会議
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取締役に支給する１年間の報酬等の総額は、2016年6月28日開催の第85期定時株主総会において12億円
以内（うち社外取締役分2億円以内）と決議されており、その枠内で取締役会の委任に基づき役員報酬会議が
決定します。
役 員 報 酬 会 議 は 、 代 表 取 締 役 、 秘 書 室 担 当 取 締 役 、 社 外 取 締 役 に よ り 構 成 さ れ 、 議 長 は 代 表 取 締 役 会 長
（会長に欠員または事故が生じたときは代表取締役社長）が務めます。
役員報酬会議は、適切な比較対象となる他社の報酬水準、ＳＵＢＡＲＵにおける従業員の報酬、社会情勢、
執行役員の考課などを考慮し報酬を決定します。

役員報酬会議

「コーポレートガバナンスガイドライン（添付資料：社外役員の独立性判断基準）」および「コーポレートガバナンス
報告書」については、ＳＵＢＡＲＵウェブサイトのコーポレートガバナンスページをご覧ください。

※

一連の不適切事案については、「完成検査及び燃費・排出ガス測定に関する不適切事案について」をご覧ください。※3

2018年3月31日現在※2

証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役および社外監査役※1

https://www.subaru.co.jp/csr/kensa.html
https://www.subaru.co.jp/outline/governance.html
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※上表には、当事業年度の末日までに選任した取締役2名を対象に含んでいます。
当事業年度末においては、取締役8名（うち社外取締役2名）、監査役は4名（うち社外監査役2名）であります。

取締役および監査役の種類別報酬等の総額

ROE：Return on Equity（自己資本当期純利益率）※

な お 、 社 外 取 締 役 に は 、 独 立 し た 立 場 か ら 経 営 の 監 視 ・ 監 督 機 能 を 担 う 役 割 を 考 慮 し 、 ② お よ び ③ の
支 給 は 行 っ て お り ま せ ん 。
監査役に支給する1年間の報酬等の総額は、2006年6月27日開催の第75期定時株主総会において、1億円
以 内 と す る 決 議 が さ れ て い ま す 。 そ の 枠 内 で 、 監 査 役 の 協 議 に よ り 、 監 査 役 の 基 本 報 酬 と し て 、 職 位 を
基礎とし経営環境等を勘案し決定される金額を支給することとしています。

2 0 1 7 年 度 は 2 回 開 催 さ れ 、 報 酬 体 系 に つ い て 議 論 を 行 う と 共 に 、 考 課 に 基 づ い た 取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を
除 く ） お よ び 執 行 役 員 の 業 績 連 動 報 酬 、 譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 に 係 る 個 人 別 金 銭 報 酬 債 権 額 等 を 決 定 し ま
した。

取締役の報酬等は、以下に掲げる項目の観点から決定します。
・その役割と責務にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
・企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とする。
具 体 的 な 報 酬 等 の 構 成 は 、 以 下 の 通 り と し ま す 。 な お 総 額 お よ び 各 項 目 の 水 準 は 、 外 部 専 門 機 関 な ど の
調 査 デ ー タ を 活 用 し 、 職 責 や 社 内 社 外 の 別 に 応 じ て 設 定 し ま す 。 ま た 、 長 期 イ ン セ ン テ ィ ブ に 関 す る
金銭報酬の総額は年額2億円を上限としております。
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取 締 役 お よ び 監 査 役 に 対 し 、 そ の 職 責 を 十 分 に 果 た す た め 、 経 営 を 監 督 す る 上 で 必 要 と な る 事 業 活 動 に
関する情報や知識を継続的に提供するよう、勉強会を実施しています。また、社外役員に対し、ＳＵＢＡＲＵの
経 営 理 念 、 企 業 文 化 、 経 営 環 境 等 に つ い て 継 続 的 に 情 報 提 供 を 行 う た め 、 執 行 部 門 か ら の 業 務 報 告 や
工 場 視 察 等 の 機 会 を 設 け る と 共 に 、 役 員 相 互 で の 情 報 共 有 、 意 見 交 換 を 充 実 さ せ る た め の 環 境 を 整 備
し て います。

※各期の新任役員については、就任後に開催された取締役会を対象に出席率を算出しています。

取締役会の参加率（直近5年の推移）

利益相反取引が行われる恐れがあるときは事前に取締役会において承認を得ています。
年に一度、4月の取締役会で過年度の各取締役の兼職状況の報告を行っています（不正な取引や、職務に
支障を及ぼす兼務のないことの報告）。

・
・

取締役会のメンバーによる利益相反の防止

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は 、 政 策 保 有 株 式 と し て 保 有 す る 上 場 株 式 の う ち 主 要 な も の に つ い て は 、 中 長 期 的 な 企 業
価 値 向 上 ・ 事 業 戦 略 上 の 重 要 性 ・ 取 引 先 と の 事 業 上 の 関 係 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 リ ス ク リ タ ー ン も
踏まえた経済合理性を評価した上で、取締役会において保有が中長期的に当社の経営に資するかどうかを
検 証 し ま す 。 2 0 1 8 年 3 月 末 現 在 、 投 資 株 式 の う ち 保 有 目 的 が純投 資 目 的 以 外 で あ る も の の 銘 柄 数 お よ び
賃借対照表上計上額の合計額は、49銘柄・9,371百万円になります。

純投資目的以外の目的で保有する株式の銘柄数および賃借対照表計上額の合計額

政策保有株式に関する方針
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取 締 役 会 は 、 「 コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス ガ イ ド ラ イ ン 」 に の っ と り 、 取 締 役 会 の 実 効 性 に つ い て 分 析 ・
評価し、洗い出された課題に対する改善策を検討・実施しています。当期は完成検査に係る不適切事案の
発生を受け、取締役会の監督機能の実効性をより詳細に評価する観点から、質問事項を見直した上で実施
しました。その結果を以下のとおり報告します。

実施要領時期：2018年3月
回答者：全取締役および全監査役（社外役員含む計12名）
方法：第三者機関作成のアンケートによる自己評価方式
①第三者機関が全取締役および監査役に対し、無記名式による自己評価アンケートを実施
②第三者機関がアンケートを集計・分析
③第三者機関より受領した報告書を取締役会で検証・議論

質問事項
1）取締役会の運営体制
2）取締役会の監督機能
3）株主との対話

評価結果
・

・

・

今後の取り組み
・

・

取 締 役 会 は 、 今 後 も 継 続 し て 取 締 役 会 の 実 効 性 評 価 を 行 う こ と で 、 取 締 役 会 の 機 能 向 上 、 コ ー ポ レ ー ト
ガバナンスの強化を図り、企業価値の継続的な向上を推進してまいります。

取締役会としては、中長期的な経営戦略に関する議論を行うと共に、これまで以上にリスク把握・管理
体 制 の 強 化 に 焦 点 を あ て 、 不 適 切 事 案 の 再 発 防 止 策 の 徹 底 的 な 遂 行 に 向 け て 取 り 組 ん で い く こ と を
確 認 い た し ま し た 。
なお、2018年4月1日付で、ＳＵＢＡＲＵの抱える法令順守や企業風土改革の課題への取り組み強化を
目的として、「正しい会社推進部」および「コンプライアンス室」の新設などを行い、取締役会としても、
これらの組織を中心としたグループ全体の活動を注視し、ステークホルダーからの信頼回復に取り組んで
いくことを確認いたしました。

昨年度までの評価の結果と同様、議長のリーダーシップやメンバー間の相互理解のもと、取締役会での
自由闊達な議論が、全社的な観点で行われていることが確認されました。
取締役会の規模や社外取締役の比率、役員指名会議・役員報酬会議の構成役員の妥当性、株主・投資家
からの意見の共有などに関しても適切であるとの共通認識が確認されました。
今 後 の 改 善 ・ 機 能 向 上 が 見 込 ま れ る 点 と し て は 、 取 締 役 会 の リ ス ク 把 握 ・ 管 理 体 制 の 一 層 の 強 化 、
中 長 期 的 な 経 営 戦 略 に つ い て の 議 論 の 充 実 な ど が 確 認 さ れ ま し た 。

取 締 役 会 の 実 効 性 評 価 結 果 の 概 要
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質問項目

取締役会の監督機能・株主との対話

4.0

3.0

2.0

1.0

意思決定
プロセス

取締役会に
対する支援体制

取締役会の
運営

取締役会での
関与の状況

取締役会の
構成

4.0

3.0

2.0

1.0

取締役会における
議論の状況

取締役会の
リスク管理体制

役員の指名
・報酬関連

株主との対話

取締役会の
監督機能

取締役会の運営体制

アンケート回答集計結果



コーポレートガバナンス
企画委員会

社会貢献委員会

環境委員会

中央安全衛生委員会

品質改善委員会

コンプライアンス委員会

CSR委員会

各種委員会社長

経営会議
内部監査部門

※当社の役員指名会議ならびに役員報酬会議は、
代表取締役、秘書室担当取締役、社外取締役で
構成されています。

役員報酬会議※

役員指名会議※

選解任

社外取締役：2名

取締役：6名

取締役会：8名
監査

社外監査役：2名

監査役：2名

監査役会：4名

社外役員
情報交換

報告

連携

連携

会
計
監
査
人

付議・報告意思決定

選解任選解任選解任

株主総会

報告

など

業
務
執
行
機
能

計画提言報告等

方針提示
計画等承認

指示・監督監査

報告

報告

会計
監査

連携

執行会議

執行会議

グループ会社

航空宇宙カンパニー

スバル自動車部門

本社共通部門 重要案件の
付議・報告

意
思
決
定
・
監
督
機
能

執
行
役
員

コーポレートガバナンス体制
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PDF/1,101kB第87期 有価証券報告書及び内部統制報告書

金 融 商 品 取 引 法 に 基 づ く 「 内 部 統 制 報 告 制 度 」 に 関 し て 、 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 評 価 は 、 連 結 会 計
年 度 の 末 日 を 基 準 日 と し て 行 わ れ て お り 、 評 価 に 当 た っ て は 、 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 め ら れ る 財 務 報 告 に
係る内部統制の評価に関する基準に準拠しています。

2018年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の整備状況について、適正に整備され、有効に機能して
いることをCEO（最高経営責任者）、CFO（最高財務責任者）が評価・確認し、その旨の内部統制報告書を
会計監査人の監査を得て発行しました。

財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 評 価

PDF/766kB社外取締役メッセージ

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は 、 内 部 監 査 の 組 織 と し て 監 査 部 を 設 置 し て お り 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ お よ び 国 内 外 の グ ル ー プ
会社の業務執行について業務監査を実施しています。監査部は、年度はじめに、グループ全体の内部統制
状 況 を 考 慮 し た 年 度 の 業 務 監 査 計 画 を 作 成 し 計 画 的 に 実 施 し て お り ま す 。 業 務 監 査 の 結 果 に つ い て は 、
監査報告書を作成し、取締役、監査役、関係者に配布すると共に、四半期ごとに経営会議で報告しています。
ＳＵＢＡＲＵの監査役は、監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、
そ の 他 重 要 な 会 議 体 へ の 出 席 、 事 業 所 調 査 、 子 会 社 調 査 、 監 査 部 か ら の 聴 取 等 を 実 施 し 、 取 締 役 等 の
職務執行を監査しています。
ＳＵＢＡＲＵの監査部と監査役は、毎月の監査部からの業務監査報告会の実施や、四半期ごとに内部統制に
対 す る 意 見 交 換 を 行 う こ と で 連 携 を 深 め て 監 査 機 能 強 化 を 図 っ て お り ま す 。 ま た 、 監 査 部 と 監 査 役 は 、
四半期ごとに会計監査人と情報共有を行うことで監査機能の強化に努めております。

内 部 監 査 お よ び 監 査 役 監 査 の 状 況

ＳＵＢＡＲＵは、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業
集団の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備についての基本方針を取締役会に
おいて決議しています。なお、この基本方針については、随時見直しを図り、整備・運用を行っています。

内 部 統 制 シ ス テ ム の 整 備

https://www.subaru.co.jp/csr/pdf/governance_message.pdf
https://www.subaru.co.jp/ir/library/pdf/ms/ms_87.pdf



